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東京都北区⻑ 花川與惣太は、地⽅⾃治法第 150 条第４項の規定による評価
を行い、同項に規定する報告書を次のとおり作成しました。  
  
１ 内部統制の整備及び運用に関する事項  

北区では、令和２年４月１日に策定した「北区内部統制基本⽅針」に基づ
き、内部統制最高責任者である本職の責任の下、財務に関する事務及びその他
の事務に係る内部統制体制の整備及び運用を行っております。  

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体とな
って機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものです。 

このため、内部統制の目的の達成を阻害する全てのリスクを個別に防止し、
又は当該リスクの顕在化を適時、完全に発見することができない可能性を内包
しています。 

引き続き、この可能性の最小化を目指し、適宜内部統制の取組の見直しを図
り、適切な対応策を講じていきます。  
 
２ 評価手続  

北区においては、令和２年度を評価対象期間とし、令和３年３月 31 日を評
価基準日として、北区内部統制基本⽅針１に規定する財務に関する事務及びそ
の他の事務についての内部統制の評価を実施しました。 
 
３ 評価結果  

リスクの認識及び対応策の改善等を繰り返し、評価基準日において、北区の
内部統制対象事務に関する内部統制は、概ね有効に機能することができたと判
断いたしました。  

しかしながら、評価対象期間内に一部リスクの発現が認められていることか
ら、当該リスクの再発防止の徹底と、職員全体の意識醸成を図りながら、適切
かつ効率的な事務執行に取り組んでまいります。 
  
４ 不備の是正に関する事項  

なし 
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